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（貸室利用料金）

（公衆電話利用料など）

（職員の給与など）

（保守管理委託料、光熱水費など）

（租税公課、事業開催費など）

（令和4年度実績より）

※指定管理者制度とは…公共施設の運営を、市が民間の団体や企業に委託する制度です。

建築年度 昭和54年度(築44年) 運営形態 指定管理者制度
施設利用率

（貸室利用コマ数

　／貸室利用可能コマ数） 35.0%

公共施設の収支計算表

施設利用者数
（貸室利用者など

　※一部無料利用者を含まない） 148,034人
市民会館

所在地 入間川2-33-1

その他

収入 支出

2,261万円

10,013万円

576万円

3,640万円

16万円

人件費

管理運営費

利用料金

諸収入

収入

支出
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利用料金 諸収入 人件費 管理運営費 その他

3,656万円

12,850万


